
別紙８ 

 相双建設事務所長 様 

                                   占用者名 〇〇 〇〇 

                 占用物件の安全性について 

     占用物件の安全性について、下記のとおり確認したので報告します。 

記 

 

令和７年１月に埼玉県八潮市において発生した下水道管破損に起因する大規模な

道路陥没事故を踏まえ、国の省令の一部改正により、すべての道路占用物件に対し、

安全報告を義務化することとなりました。 

 

１ 対象となる期間 

  更新満了により令和８年４月１日以降、更新許可となるもの 

２ 対象となる物件 

  すべての道路占用物件 

  ※看板や側溝接続の排水管等、すべて対象となります。 

３ 安全報告の方法 

  占用許可の期間が５年の場合は満了し更新する際、５年を超える許可を受けて

いる場合は当該許可を受けた日から起算して５年を経過した際に、占用物件の安

全確認を行い、様式に記載の上、占用許可更新の申請とともに提出願います。   

占用物件の名称 占用物件の安全性 備考 

 

 

〇〇〇 

 

 

【記載例】 

 〇年～〇年に実施した〇〇に基づく点検等において、

道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないものと

して占用物件の安全性を確認。 

※可能な範

囲において

数量等を記

載。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


